
令 和 ３ 年
６月４日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）
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…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
鋳
銭
司
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
第
二
換
地
区
）
に
係
る
不
換
地
の
指
定

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
二

○
監
査
告
示

外
部
監
査
人
の
補
助
者
の
氏
名
等

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
九
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
六
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
開
成
町
四
五
五
五
の
二
四
の
一
部
、
四
五
五
五
の
二
五
の
一
部
、
四
五
五
五
の
二
六
の
一

部
、
四
五
五
五
の
三
七
の
一
部
及
び
四
五
五
五
の
三
八
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三－

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀

及
び
そ
の
化
合
物
、
一
・
一
・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ベ
ン
ゼ
ン
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。

山
口
県
告
示
第
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

久
代
歯
科
医
院

岩
国
市
今
津
町
二
丁
目
一
三
番
一
号

令
和
三
、

三
、

一

有
限
会
社

サ
ン
セ
ル
薬
局

山
口
市
駅
通
り
二
丁
目
三
番
三
号

〃

〃

三
一

河
田
薬
局

下
松
市
大
字
西
豊
井
一
四
一
九
番
地

〃

〃

〃

大
信
薬
局

徳
山
店

周
南
市
新
宿
通
一
番
一
七
号

令
和
二
、

九
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
六
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

と
く
ぢ
診
療
所

山
口
市
徳
地
堀
一
七
一
四

令
和
三
、

五
、

一

さ
く
ら
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

周
南
市
毛
利
町
三
丁
目
三
二
番

〃

〃

〃

一
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た
く
み
歯
科
医
院

山
口
市
平
井
一
三
九
六
の
六

〃

〃

〃

す
が
こ
ど
も
歯
科
・
矯
正
歯
科

周
南
市
大
神
四
丁
目
一
〇
番
三
号

〃

〃

〃

サ
ン
セ
ル
薬
局

山
口
市
駅
通
り
二
丁
目
三
番
三
号

〃

四
、

〃

か
え
る
薬
局

下
松
市
瑞
穂
町
二
丁
目
二
〇
番
一
〇
号

〃

五
、
一
七

山
口
県
告
示
第
二
百
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
六
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
中
「
下
関
市
職
員
互
助

会
会
長

植
田
恵

理
子

」
を
「
下
関
市
職
員
互
助

会
会
長

吉
鹿
雅

彦

」
に
改
め
る
。

公

告

（
一
五
三
）
県
営
鋳
銭
司
地
区
（
第
二
換
地
区
）
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
に
係
る
不
換
地
の

指
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
鋳
銭
司
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤

整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
第
二
換
地
区
に
つ
き
、
次
の
従
前
の
土
地
を
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て

指
定
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
六
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土

地

の

所

在

地

地
目

地

積

(平
方
メ
ー
ト
ル
)

山
口
市
鋳
銭
司
字
東
扇
田
四
九
三
の
一

田

三
三
七

〃

〃

〃

四
九
三
の
三

〃

一
九

〃

〃

字
森
ノ
前
五
〇
九

原
野

一
六
一

〃

〃

〃

五
一
〇

宅
地

一
八
五
・
一
二

〃

〃

字
森
ノ
西
四
二
一
三

田

一
、
六
〇
〇

〃

〃

〃

四
二
二
〇

〃

一
、
二
七
二

〃

〃

〃

四
二
二
一
の
二

〃

三
六

〃

〃

〃

四
二
二
三
の
一

〃

五
八
八

〃

〃

字
竜
光
寺
四
三
四
七

〃

六
四
七

〃

〃

字
植
松
四
三
四
九

〃

二
、
三
〇
四

監

査

委

員

山
口
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す

る
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
者
が
当
該
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
六
月
四
日

山
口
県
監
査
委
員

氏

名

住

所

期

間

品
川

充
洋

岩
国
市
今
津
町
六
丁
目
九
番
一
〇－

二
号

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

村
田

治
子

山
陽
小
野
田
市
大
字
東
高
泊
四
一
二
の
一

〃

水
谷

公
威

周
南
市
速
玉
町
六
番
二
三
号
ア
プ
リ
コ
ッ

ト
速
玉
町
二
〇
二
号

〃

花
井

宏
行

岩
国
市
麻
里
布
町
一
丁
目
八
番
九
五－

一

〇
〇
一
号

〃

天
羽

亮
介

〃

元
町
一
丁
目
六
番
一
〇－

六
〇
五

号

〃

上
條

玲

山
口
市
惣
太
夫
町
一
番
一
五－

一
二
〇
一

号

〃

蘭

顕
紹

長
門
市
油
谷
伊
上
六
五

〃

渡
辺

真
弓

周
南
市
清
光
台
町
二
七
番
二
四
号

〃

令
和
三
年
六
月
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
六
月
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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